
京都府内市町村（京都市を除く）

※　平成３１年１０月１日以後に開始する事業年度の税率については、今後、市町村ごとに条例改正されますので、
     詳細は市町村にお問い合わせください。

http://www.zeimukyodoka.jp/

法　　人　　市　　町　　村　　民　　税　　の　　税　　率　　　　

向日市
長岡京市
大山崎町

八幡市 京丹後市 久御山町
左記以外

(※１） （※１）

（法人税割）

法　人　の　区　分 平成２６年９月３０日以前に開始する事業年度
（平成１９年３月１２日から適用）

平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度

資本金等の額
向日市
長岡京市
大山崎町

八幡市 京丹後市 久御山町
左記以外

９．７％
１０．６％

１０．９％ １１．１％ １２．１％ １億円を超え５億円未満の法人
１４．７％ １２．１％

 ５億円以上の法人 １４．７％

 １億円以下の法人 １２．３％
１３．２％

１３．５％ １３．７％ １４．７％

１２．１％

※１　左記以外の市町村
ア行 カ行 サ行 ハ行 ナ行 マ行 ヤ行

（均等割）
法　人　の　区　分 税率　（年額）

資本金等の額 従業者数 南丹市・京丹波町 左記以外 （※２）

ワ行
綾部市
井手町
伊根町
宇治市

宇治田原町

笠置町
亀岡市

木津川市
京田辺市
京丹波町

城陽市
精華町

福知山市 南丹市 舞鶴市
南山城村
宮津市

与謝野町 和束町

資本金・出資金を有しない法人、公益法人など（※３） －
５０，０００ 円 ６０，０００ 円

１千万円以下の法人
５０人以下

５０人超 １２０，０００ 円 １４４，０００ 円

１億円を超え１０億円以下の法人
５０人以下 １６０，０００ 円 １９２，０００ 円

５０人超 ４００，０００ 円 ４８０，０００ 円

１千万円を超え１億円以下の法人
５０人以下 １３０，０００ 円 １５６，０００ 円

５０人超 １５０，０００ 円 １８０，０００ 円

４９２，０００ 円

５０人超 ３,０００，０００ 円 ３,６００，０００ 円

１０億円を超え５０億円以下の法人
５０人以下 ４１０，０００ 円 ４９２，０００ 円

５０人超 １,７５０，０００ 円 ２,１００，０００ 円

※２　左記以外の市町村
ア行 カ行 サ行 ハ行 ナ行 マ行

５０億円を超える法人
５０人以下 ４１０，０００ 円

※３ 法人税法第２条第５号の公共法人及び地方税法第２９４条第７項に規定する公益法人等のうち、地方税法第２９６条第１項の規定により均等割を課
することができない法人以外の法人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く）、人格のない社団等、一般社団法
人及び一般財団法人、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないものを含みます。

・ 保険業法に規定する相互会社は、算定期間の末日における貸借対照表に基づき算定した純資産額に応じた均等割税率を適用します。

お問い合わせは・・・京都地方税機構申告センターへ　　TEL：０７５－４１７－１３７１

ヤ行 ワ行
綾部市
井手町
伊根町
宇治市

宇治田原町
大山崎町

笠置町
亀岡市

木津川市
京田辺市
京丹後市
久御山町

城陽市
精華町

福知山市 長岡京市 舞鶴市
南山城村
宮津市
向日市

八幡市
与謝野町

和束町

・ 平成２７年４月１日以後に開始する事業年度から、法人税法に規定する資本金等の額に無償増減資の額を加減算した額が資本金等の額となり、

当該額が資本金と資本準備金の合算額を下回った場合、資本金と資本準備金の合算額を資本金等の額とします。

3　平成２７年４月１日以後に開始する事業年度から均等割の年額を判定する基準となる「資本金等の額」が改正されました
 ので、下記に従って判定してください（法人税割の税率も同様に判定します）。

＝  終了の日 ＋ ー

 加減算後の「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」又は「出資金の額」のいずれか
 大きい額で均等割の税率区分を判定（法人税割の税率も同様に判定します。）

＊　無償増資　　
　平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算する。
＊　無償減資等による欠損填補
　平成13年4月1日から同18年4月30日までの間に減資（金銭その他の資産を交付したものを除く）によって欠損填補を
　行った場合及び資本準備金を減少して欠損填補を行った場合はその額を控除する。
　平成18年5月1日以後、剰余金によって損失填補を行った場合はその額を控除する。この場合の控除額は、
　資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから１年以内に損失填補に充てた額に限る。

当該事業年度 H22.4.1以後の
無償増資＊相当額

H13.4.1～H18.4.30・H18.5.1
以後の無償減資等による欠損填補額＊資本金等の額

→

加減算後の
資本金等の額


